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介護保険における福祉用具は、心身の機能が低下し日常生

活を営むのに支障がある要介護者又は要支援者（以下「要介

護者等」という。）の日常生活上の便宜を図るための用具及び

要介護者等の機能訓練のための用具です。適切に活用するこ

とで、要介護者等の日常生活の自立を助けることができます。

ここでは、介護支援専門員及び福祉用具専門相談員に福祉

用具の特性と利用者の心身状況や環境に適応した、適正な福

祉用具の選定や軽度者申請などについて理解していただくこ

とを目的としています。利用者の自立した生活につながるよ

う、適切な福祉用具選定に役立ててください。
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はじめに
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① 福祉用具の選定について

介護保険の理念である、「一⼈ひとりの尊厳の保持と自立の支援」

のために、幅広い視点から生活全般を捉え、生活の将来予測に基づ
く支援の調整が必要です。このため、過度な福祉用具の使用となら
ないよう、本⼈の意思を尊重し、適切な福祉用具の選択と使用が可

能となるよう支援する必要があります。

福祉用具の選定にあたっては、以下のような視点を踏まえること
が重要です。
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① 福祉用具の選定について

福祉用具を適切に選定するため、厚生労働省より

「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」

（令和6年7月）が作成されました。

この「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」に掲載してい

る内容から、八王子市において福祉用具貸与が多い種目や貸
与の際に注意が必要な種目について紹介します。
紹介した種目以外についても、「介護保険における福祉用具の選定
の判断基準」（以下、URL参照）を確認してください。

（URL）

https://www.mhlw.go.jp/content/001283760.pdf
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選定基準 ①自走用標準型車いす
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選定基準 ①自走用標準型車いす
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選定基準 ①自走用標準型車いす
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選定基準 ②特殊寝台
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選定基準 ②特殊寝台
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選定基準 ②特殊寝台
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選定基準 ③認知症老人徘徊感知器
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選定基準 ③認知症老人徘徊感知器
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② 貸与と販売の選択制

令和６年４月１日より、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全
を確保する観点から、一部の福祉用具に関して、貸与と販売の選択
制が導入されました。

【選択制の対象となる福祉用具の種目・種類】

〇固定用スロープ 〇歩行器（歩行車を除く）
例

品名：インタースロープ50 111cm幅

メーカー：株式会社モルテン

例

品名：アルコー１０型M

メーカー：株式会社星光医療器製作所
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② 貸与と販売の選択制

〇単点杖
（対象はカナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラット
ホーム・クラッチのみ）
【ロフストランド・クラッチ】

例
品名：エルゴグリフクラッチ・クローズドカフ
メーカー：プロト・ワン有限会社

【プラットホーム・クラッチ】

例
品名：プラットホーム・クラッチ
メーカー：日進医療器株式会社

※カナディアン・クラッチはロフストランド・クラッチに類似しているもので、上腕三頭筋と脇で脇当てを挟み体重を
支持しますが、現在はあまり見られません。



16

② 貸与と販売の選択制

〇多点杖
例

品名：マグネシウム４点杖

メーカー：フジホーム株式会社

※福祉用具の写真は公益財団法人テクノエイド協会
ホームページより引用
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選択制の福祉用具の提案を行う際の対応

福祉用具専門相談員または介護支援専門員は、利用者に対して
以下の対応を行ってください。

【対応】

・貸与と販売のいずれかを利用者が選択できることについて、
メリット・デメリットを含めて十分に説明
・利用者の選択にあたって必要な情報の提供
・医師やリハビリテーション専門職等の意見、利用者の身体状況等を
踏まえて提案

なお、医師の意見については、主治医意見書や診療情報提供書等に
福祉用具に関する記載がない場合で、その他の情報により必要な情
報が得られているのであれば、必ずしも要しません。
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選択制の福祉用具 貸与・販売後の対応

〈貸与後〉
・利用開始後６月以内に少なくとも１回、モニタリングを実施し、貸与
継続の必要性を検討する。

・モニタリングの結果を記録し、その記録を介護支援専門員に報告
しなければならない。

〈販売後〉
・特定福祉用具販売計画の目標の達成状況を確認すること。

・利用者等からの要請等の応じて、福祉用具の使用状況を確認し、
必要な場合は、使用方法の指導や修理等を行うよう努めること。

モニタリングの結果、解決すべき課題の変化
が認められる場合は、介護支援専門員とも相
談の上、必要に応じて福祉用具貸与計画やケ
アプランの見直し・変更をおこなってください。
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質問が多いQAに対する、厚生労働省老健局の回答を一部紹介

※「介護保険最新情報」Vol.1225
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質問が多いQAに対する、厚生労働省老健局の回答を一部紹介

※「介護保険最新情報」Vol.1225
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質問が多いQAに対する、厚生労働省老健局の回答を一部紹介

※「介護保険最新情報」Vol.12６１
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他にも福祉用具に関するQAが厚生労働省老健局より発出されていますので、
「介護保険最新情報」でご確認ください。

質問が多いQAに対する、厚生労働省老健局の回答を一部紹介

※「介護保険最新情報」Vol.1225
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③ 軽度者申請について

（１）軽度者について

要支援1・２及び要介護1の方は、その状態像から見て、一部の福祉
用具の使用が想定しにくいため、原則として福祉用具貸与費の算定
ができないとされています。

しかし、厚生労働大臣が定めるものの状態像（九十五号告示第二
十五号のイで定める状態）に該当する方については、市の確認を得る
等、一定の条件を満たす場合には例外的に福祉用具貸与費を算定す
ることが認められます。

「軽度者に対する福祉用具貸与要否判断基準」を「八王子市ケア
マネジャーガイドライン」のP90に掲載しています。
本人の「状態像」を把握した上で、福祉用具の使用が適切かを判
断してください。
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③ 軽度者申請について

（２）例外給付の対象となる福祉用具の種目

 

 

 

 

＜要支援１・２、要介護１の利用者＞ 

① 車いす及び車いす付属品（電動車いす含む） 

② 特殊寝台及び特殊寝台付属品 

③ 床ずれ防止用具及び体位変換機 

④ 認知症老人徘徊感知機器 

⑤ 移動用リフト（つり具の部分を除く） 

⑥ 自動排泄処理装置 

（尿のみの自動的に吸引する機能のものを除く） 

＜要介護２・３の利用者＞ 

① 自動排泄処理装置 

（尿のみを自動的に吸引する機能のものを

除く） 



25

③ 軽度者申請について

（３）提出書類

□軽度者に対する福祉用具貸与に係る届出書

□軽度者に対する福祉用具貸与に係る利用者の状態確認表

（電動車いすの場合のみ）

□居宅サービス計画１～４表の写し

（介護予防の場合は介護予防サービス計画A～Dに加え、E表

又はE表別紙）

□医学的所見を確認した書類・文書の写し（医学的な所見を文

書で確認した場合のみ）

□居宅介護支援経過 第5表（介護予防の場合は介護予防支援

経過記録E表）

※担当ケアマネジャーが主治医から医学的所見を聴取した場

合のみ
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③ 軽度者申請について

（４）手順

【１】主治医の意見の確認
福祉用具が必要な理由を文書または聴取で確認してください。

主治医の所見を求める際には、単に「自宅での生活にベッドが必
要」といった表現ではなく、「腰椎圧迫骨折により、体感筋力の
低下と腰部の痛みが強く、起き上がりと立ち上がりが困難なため、
ギャッジ機能のある特殊寝台が必要」というように、どのような
心身の状態で、当該用具の貸与が必要かを示してもらうようにし
てください。
※聴取の場合は、聴取日と聴取内容を詳細に支援経過（第5表また
はE表）記録してください。

【２】サービス担当者会議の開催
主治医の所見に基づき、福祉用具の必要性について担当者会議を
行います。

必ず、主治医の意見を確認した後に、担当者会議を開催してくだ
さい。

福祉用具専門相談員
も手順は把握してお
いてください。
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③ 軽度者申請について

【３】届出要否判断
直近の基本調査（認定調査票）において、「八王子市ケアマネ
ジャーガイドライン」ｐ９０～９２の「軽度者に対する福祉用具
貸与届出要否判断基準」の「届出必要」に該当する状態像か確認。
※「届出不要」の場合、市への届出の提出は不要です。

【４】書類提出
市へ必要書類を提出。（※郵送可）

【５】給付可否の連絡
市より電話にて担当ケアマネジャーに連絡します。ケアマネ
ジャーはその結果を支援経過（第５表またはＥ表）に記録してく
ださい。

【６】貸与開始
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③ 軽度者申請について

（５）再度の申請について

以下のうち、いずれかの変更があった場合は再度、市の確認

を受けてください。

①利用者が更新認定・区分変更認定を受けたとき。

②新たに種目の異なる福祉用具の貸与を受けるとき。

【留意事項】
（１）軽度者に福祉用具を例外適用するに当たっては、老企第３６号第

２の９（２）において当該福祉用具が必要な状態に該当すること
が「医師の医学的な所見に判断され」かつ「サービス担当者会議
を通じたケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である
旨が判断され」ていることを「市町村が書面等確実な方法により
確認すること」とされています。
必ず、主治医の意見確認を行ったうえで担当者会議を実施し、
福祉用具の必要性を判断してください。

（２）サービス担当者会議を開催する際は、福祉用具専門相談員等で軽
度者の状態像について適切な助言が可能な者の参加を求めるよう
にしてください。
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Q 主治医意見書の開示が間に合わない。診断書も頼めない

し、主治医から意見を聴取したいが、直接連絡もとれな

い。それでも主治医の意見がないと届出を行っても承認

はもらえないか。

Ａ 主治医の意見に基づいて例外的に給付を認める制度です。

どのような場合でも主治医の意見がない場合は承認できません。

どうしても文書や直接聴取する等の方法で主治医の意見をもらう

ことが難しい場合は、病院のケースワーカー等を介して主治医の

意見をもらってください。その場合は、経緯を支援経過にしっかり

記録するようにしてください。

よくある問い合わせ
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Q 市に軽度者に対する福祉用具貸与の届出を行ったら、

担当者会議録の記載に不備があると受理してもらえ

なかった。何を書いておけばいいのか。

Ａ 主治医の意見、利用者の意向、福祉用具専門相談員・ケアマネジャー

の意見は検討内容に記載するようにしてください。

検討後の結論は簡潔でかまわないので、書くようにしてください。

よくある問い合わせ
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Q 軽度者に対する福祉用具貸与の届出をしている利用者

が、更新時期となった。更新後も継続して福祉用具を利

用する必要があり、介護度も同じになることが見込まれ

るが、どのタイミングで市への届出を行えばよいか。

Ａ 更新後の認定有効期間が始まる前に必要書類を整えて届出を

行ってください。毎月末は届出が集中し、市の承認連絡も遅れます。

なるべく早めにご提出ください。

よくある問い合わせ



ご覧いただきありがとうございました。


